
個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 個人市府民税システムデータ 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 個人市府民税の賦課事務における課税計算、納税通知書

等発行、証明書発行などに利用する 

記録項目 生年月日、個人番号、氏名、住所、性別、個人課税台

帳、特徴事業所、課税資料、賦課期日住民票要件、扶養

関係、年金特徴者情報、法定調書など 

記録範囲 個人市府民税の納税義務者（非課税等含む） 

記録情報の収集方法 本人等からの申告書などにより収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室市民税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税システムデータ 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 軽自動車税の賦課事務における課税計算、納税通知書等

発行などに利用する 

記録項目 氏名、住所、生年月日、性別、車両台帳など 

記録範囲 軽自動車税の納税義務者 

（使用者含む） 

記録情報の収集方法 本人からの申告書・届出書、軽自動車検査協会からのデ

ータ提供などにより収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室市民税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 eLTax システムデータ 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 個人市府民税、法人市民税の賦課事務における課税計算

などに利用する 

記録項目 氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、国税連携デー

タ（確定申告）、法定調書データ、源泉徴収義務者デー

タ、個人（特徴）の給与支払報告書データ・退職納入デ

ータ、法人の予定申告・確定申告データなど 

記録範囲 確定申告書を提出した者、個人市府民税・法人市民税に

係る電子申告・電子申請をした者 

記録情報の収集方法 個人及び法人からの電子申告・申請により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室市民税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 定額減税補足給付金支給管理 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 定額減税補足給付金の支給のために利用する 

記録項目 氏名、住所、性別、所得税・住民税税額情報、給付金支

給情報、振込口座 

記録範囲 補足給付金の支給対象者 

記録情報の収集方法 基幹システムファイル、情報ネットワークシステム、本

人（納税者等）からの申請書により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室納税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 固定資産課税システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税賦課 

記録項目 氏名、住所、生年月日、個人番号（法人番号）、所在

地、評価額、補正の有無、税額等課税内容 

記録範囲 土地、家屋、償却資産の所有者、納税管理人、代表相続

人 

記録情報の収集方法 登記所からの通知、本人からの申請、実地調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 法務局、大阪府 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室資産税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 課税連携システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税賦課 

記録項目 氏名、住所、所在地、地積他、登記原因等登記情報 

記録範囲 土地、家屋の所有者 

記録情報の収集方法 登記所からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室資産税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 固定資産地理情報システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税賦課 

記録項目 氏名、所在地、地積、評価額等課税内容 

記録範囲 土地、家屋の所有者 

記録情報の収集方法 登記所からの通知、本人からの申請、実地調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室資産税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 減免申請等各種申出書綴 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税賦課 

記録項目 氏名、住所、個人番号（法人番号）、電話番号、資産内

容等 

記録範囲 土地、家屋、償却資産の所有者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室資産税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 家屋評価システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 固定資産税・都市計画税賦課 

記録項目 氏名、住所、所在地、評点項目、評価額等課税内容 

記録範囲 家屋の所有者 

記録情報の収集方法 登記所からの通知、本人からの申請、実地調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室資産税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 罹災証明書発行台帳 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 罹災証明書発行 

記録項目 氏名、住所、電話番号、罹災年月日等罹災内容 

記録範囲 家屋の所有者 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室資産税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 口座関連システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 各税目毎の収納日に口座振替希望者の口座から引き落と

しデータを作成に利用する 

記録項目 住所、氏名、生年月日、性別、賦課年度、調定年度、税

目、収納日、過納額、滞納額、延滞金、納期未到来額、

管理番号、還付手続日、還付理由、期別、徴収額、収納

額、還付額、還付加算金、振込口座情報など 

記録範囲 口座振替登録者 

記録情報の収集方法 収納消込システムデータによる収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室納税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 納税証明書申請書簿冊 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 納税証明書の発行に利用する 

記録項目 申請者の住所・氏名・生年月日・連絡先、交付対象の住

所・氏名・生年月日、税目・年度・プレート番号、所有

者など 

記録範囲 個人市府民税、法人市民税納税法人、固定資産税（償却

資産含む）・都市計画税の納税義務者 

記録情報の収集方法 申請書により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室納税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第２号（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 OCR 収納・集計システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 市税の収納に利用する 

記録項目 住所、氏名又は名称、年度、通知書番号、期別、納期

限、納付額、領収日、収納日など 

記録範囲 納税者 

記録情報の収集方法 納入済通知書により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室納税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第２号（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 収納消込システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 各税目の収納事務に利用する 

 

記録項目 住所、氏名、生年月日、性別、賦課年度、調定年度、税

目、収納日、過納額、滞納額、延滞金、納期未到来額な

ど 

記録範囲 個人市府民税・法人市民税納税法人（非課税等含む）、

固定資産税（償却資産含む）・都市計画税の納税義務者 

記録情報の収集方法 OCR 収納・集計システムデータ、クレジット収納速報・

確報データ授受データファイル、コンビニ速報・確報デ

ータ授受データファイル、地方税共通納税システム（電

子納税）納付情報管理ファイル・納付情報ファイル授受

データファイル、FD、DVD により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室納税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 滞納管理システム（THINK） 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 各税目の収納・滞納管理に利用する 

記録項目 住所、氏名、生年月日、性別、税目、調定年度、賦課年

度、期別、納期限、調定額、納付済額、納期未到来額、

過納額、滞納額、督促手数料、延滞金、収納日、連絡

先、口座振替登録口座など 

記録範囲 個人市府民税、法人市民税納税法人（非課税等含む）、

固定資産税（償却資産含む）・都市計画税の納税義務者 

記録情報の収集方法 収納消込システムデータにより収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室納税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 法人住民税システム 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

8 総務部 税務室 

個人情報ファイルの利用目的 法人市民税の収納事務に利用する 

記録項目 法人名称・所在地・賦課年度、調定年度、収納日、申告

区分、通知書番号、納期限、収納日、事業年度など 

記録範囲 法人市民税納税法人（非課税等含む）の納税義務者 

記録情報の収集方法 OCR 収納・集計システムデータ、地方税共通納税システ

ム（電子納税）納付情報管理ファイル・納付情報ファイ

ル授受データファイル、より収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部税務室納税担当 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 滞納管理システム（THINK)（税・国保） 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

9 総務部 滞納債権整理回収課 

個人情報ファイルの利用目的 滞納管理、滞納処分のために利用する 

記録項目 住所、氏名、住所履歴・氏名履歴、生年月日、性別、連

絡先、続柄、税(科)目、調定年度、賦課年度、期別、納

期限、調定額、納付済額、納期未到来額、過納額、滞納

額、督促手数料、延滞金、収納日、還付金額、振替先登

録口座、本籍・国籍、通称名、所得の種類、所得額、勤

務先、財産状況、滞納処分状況、相続状況、破産・競売

状況、保険証番号、経過記録 

記録範囲 納税(付)義務者 

記録情報の収集方法 基幹系システムから連携、本人からの申し出、財産調査

により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部滞納債権整理回収課 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 債権引継者・終了者リスト（エクセル） 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

9 総務部 滞納債権整理回収課 

個人情報ファイルの利用目的 各課からの引継者の管理のために利用する 

記録項目 住所、氏名、生年月日、性別、滞納科目、滞納額 

記録範囲 各課より引継依頼のあった者 

記録情報の収集方法 各課から引継対象者を引き受け 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部滞納債権整理回収課 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第１号（電算処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 財産調査関係書類 

行政機関の名称 1 市長（水道事業管理者の権限を行う市長を含む。） 

個人情報ファイルが利用に供される事務をつ

かさどる組織の名称 

9 総務部 滞納債権整理回収課 

個人情報ファイルの利用目的 財産調査の回答管理のために利用する 

記録項目 住所、氏名、生年月日、性別、連絡先、第三債務者の把

握している状況、財産内容 

記録範囲 財産調査対象者 

記録情報の収集方法 法令に伴う調査により収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 和泉市総務部滞納債権整理回収課 

〒594-8501 和泉市府中町二丁目 7番 5号 

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれ

に基づく命令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 法第 60 条第２項第２号（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする

個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織

の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関する

提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれてい

るときはその旨 

規定なし 

備考  

 


